
令和8年 4月 ¬日から、16歳以上の自転車利用者を対象として、
交通反則通告制度 (青切符)が導入されます。
自転車に乗るときは、交通ルールを守り安全に運転しましょう。

・携帯電話の使用等

(ながらスマホ運転)

12

・遮断踏切立ち入り

反則金 _7.000円

0逆走、信号無視

反則金 _α■ 00円

・一時不停止、無灯火

傘差し運転

・並進、二人乗り

反則金__■」コ0_Q巴

飲酒運転などの重大な違反行為は、赤切符が交付され、刑事手続きの対象となります。

回覧

墾璽翌堕豊担I量型重
比較的軽微な交通違反に交通反則告知書 (いわゆる「青切符」)が交付
され、違反者が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。

藤沢市交通安全対策協議会

事務局 :藤沢市防犯交通安全課 ■L0466-50-8250(直通)

裏面もあります→

回覧


